
「人材確保等支援助成金」とは？制度の概

要や令和 8年度の変更点、活用事例を解

説 

※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式 HP をご確認

ください。 

 

人手不足が深刻化するなか、企業における人材の確保と定着は重要な経営課題となっています。 

 

こうした課題に対応するため、厚生労働省は雇用管理の改善や職場環境の整備、外国人労働者の受

入環境整備などを支援する「人材確保等支援助成金」を設けています。 

 

本制度は、雇用管理制度の導入や労働環境の改善、テレワークの推進など、企業の取組内容に応じて

複数のコースがあるのが特徴です。 

 

この記事では、人材確保等支援助成金の制度概要に加えて、令和 8年度の変更点や活用事例などを

解説します。 

 

＜各コース概要＞ ★印は建設業向けコース 

 コース名 助成対象事業 

 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース 雇用管理制度の整備、業務負担軽

減機器等の導入 

 中小企業団体助成コース 労働環境の向上や人材確保・職場

定着の支援事業 

 外国人労働者就労環境整備助成コース 外国人特有の事情に配慮した就労

環境の整備 

 テレワークコース 適切な労務管理のもとでテレワーク制

度を導入・実施すること 



★ 建設キャリアアップシステム等活用促進コース 建設キャリアアップシステム

（CCUS）を活用した雇用管理改

善 など 

★ 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース 若年者および女性の入職・定着を図

るための事業 など 

★ 作業員宿舎等設置助成コース 女性建設労働者のための施設を賃

借により設置すること 

人材確保等支援助成金とは 

人材確保等支援助成金は、事業主や事業協同組合等が雇用管理制度の整備や労働環境の改善な

どを通じて、魅力ある職場づくりに取り組む際、その費用の一部を助成する制度です。 

 

人材の確保と定着の促進を目的としています。なお、企業の取組内容に応じて、7 つのコースを設けていま

す。 

各コースの概要 

ここでは、人材確保等支援助成金の各コースの概要を解説します。 



1. 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース 

 

出典：雇用管理に助成金を活用しませんか？（リーフレット） 

掲載ページ：厚生労働省 人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース） 

 

事業主が、次の取組を通じて雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組む場合に助成します。 

 

● 雇用管理制度の整備（例：賃金規定制度・諸手当等制度・人事評価制度・職場活性化制

度・健康づくり制度） 

● 業務負担軽減機器等の導入（例：従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等） 

 

【主な申請要件】 

● 雇用管理制度または業務負担軽減機器等の導入 

● 離職率目標達成    など 

 

【助成率・助成上限額】 

取組内容に応じて、最大 230万円（賃金要件を満たす場合は最大 325万円）を助成します。 

 

A. 雇用管理制度の導入 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001688569.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html


●  1制度あたり 20万円または 40万円（上限 80万円） 

 ※賃金要件を満たす場合は上限 100万円 

 

B. 業務負担軽減機器等の導入 

●  経費の 1/2 

※賃金要件を満たす場合は最大 3/4 

 

●  上限 150万円 

※賃金要件を満たす場合は上限 225万円 

 

【令和 8年度の主な変更点】 

雇用管理制度・雇用環境整備助成コースでは、賃金要件を満たす場合の助成上限額を拡充します。 

 

令和 8年度から、この賃金要件に「3％以上」および「7％以上」の区分を追加します。 

 

参考）賃金要件とは 

賃金要件は、整備計画期間中に雇用管理制度または雇用環境整備の措置を実施し、対象労働者

名簿に記載された対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を引き上げる取組を指します。 

 

引き上げ前と引き上げ後の 3 か月分を比較し、すべての対象労働者について次のいずれかを満たす場

合、助成額に加算します。 

 

● 毎月決まって支払われる賃金が 3％以上増加 

● 毎月決まって支払われる賃金が 5％以上増加 

● 毎月決まって支払われる賃金が 7％以上増加 

 

※令和 8年度から「3％以上」および「7％以上」の区分を追加 

 

【活用事例】 

人事評価制度や賃金規定の整備を行い、従業員の処遇の明確化と納得性の向上を図りました。 

 

また、業務負担軽減機器の導入により作業効率を改善し、従業員の負担軽減と職場定着の向上に取り

組みました。 



 

参照：厚生労働省 人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース） 

2. 中小企業団体助成コース 

 

出典：助成金を使って労働環境向上のための事業を実施しませんか？（リーフレット） 

掲載ページ：厚生労働省 人材確保等支援助成金（中小企業団体助成コース） 

 

事業主団体が、構成員である中小企業者（以下「構成中小企業者」という）に対して、労働環境の向

上や人材確保・職場定着の支援事業を実施する場合に助成します。 

 

【主な申請要件】 

● 事業協同組合などが構成中小企業者に対して人材確保・職場定着支援事業を実施 など 

 

【助成率・助成上限額】 

構成中小企業者の労働環境向上に関する事業を実施した場合に、事業に要した費用の 2/3 を助成し

ます。助成上限額は、団体の規模に応じて 600万円～1,000万円です。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001468164.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199317.html


【令和 8年度の主な変更点】 

中小企業団体助成コースでは、令和 8年度に大きな制度変更はありません。 

 

【活用事例】 

組合傘下の中小企業で、人材募集の難しさや職場定着の課題が発生したため、事業協同組合が中心

となり人材確保・定着支援事業を実施しました。 

具体的には、傘下企業向けの合同企業説明会（採用に向けた説明会）を開催し、各企業に対して職

業相談員を配置しました。これらの取組に対して本助成金を活用しました。 

参照：厚生労働省 人材確保等支援助成金（中小企業団体助成コース） 

3. 外国人労働者就労環境整備助成コース 

 

出典：外国人労働者を雇用する事業主の皆様へ（リーフレット） 

掲載ページ：厚生労働省 人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース） 

 

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備（就業規則等の多言語化など）を通じて、外国人労

働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成します。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199317.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001682049.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html


次の 5 つの取組を対象とし、1・2 に加えて 3～5のいずれかを選択して導入します。 

 

1. 雇用労務責任者の選任 

2. 就業規則等の多言語化 

3. 苦情・相談体制の整備 

4. 一時帰国のための休暇制度の整備 

5. 社内マニュアル・標識類等の多言語化 

 

【主な申請要件】 

● 就労環境整備措置の導入・実施（例：雇用労務責任者の選任、就業規則等の多言語化な

ど） 

● 離職率目標の達成   など 

 

【助成率・助成上限額】 

1制度導入につき 20万円（上限 80万円） 

 

【令和 8年度の主な変更点】 

外国人労働者就労環境整備助成コースでは、令和 8年度に大きな制度変更はありません。 

 

【活用事例】 

就業規則や社内マニュアルの多言語化を行い、外国人労働者が業務内容や社内ルールを理解しやすい

環境を整備しました。 

 

また、相談窓口の設置や苦情対応体制の整備を行い、外国人労働者の職場定着の向上に取り組みま

した。 

 

参照：厚生労働省 人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html


4. テレワークコース 

 

出典：人材確保等支援助成金（テレワークコース）リーフレット 

掲載ページ：厚生労働省 人材確保等支援助成金（テレワークコース） 

 

適切な労務管理のもとでテレワーク制度を導入・実施し、労働者の人材確保や雇用管理改善に効果を

上げた中小企業事業主に対して助成します。 

 

本コースは、既にテレワークを導入している事業主が実施拡大に取り組む場合も対象となります。なお、本

コースは「制度導入助成」と「目標達成助成」の 2区分で構成します。 

 

【主な申請要件】 

A. 制度導入助成 

● 評価期間中に、テレワーク実施対象労働者全員が 1回以上テレワークを実施 など 

 

B. 目標達成助成 

● 制度導入前の離職率以上とならないこと など 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001683323.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html


【助成率・助成上限額】 

制度導入助成：1企業あたり、20万円 

目標達成助成：1企業あたり、10万円（賃金要件を満たす場合 15万円） 

 

参考）賃金要件とは 

本コースにおける賃金要件は、テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金について、評

価期間（制度導入助成）の開始日から 1年以内に 5％以上増加させる取組を指します。 

 

【令和 8年度の変更点】 

テレワークコースでは、令和 8年度に大きな制度変更はありません。 

 

【活用事例】 

テレワーク制度を導入し、設計業務や事務業務などを在宅で実施できる環境を整備しました。 

 

また、労務管理ルールを整備したうえで、在宅勤務と出社勤務を組み合わせた柔軟な働き方を導入し、

人材確保や離職防止に取り組みました。 

 

参照：厚生労働省 人材確保等支援助成金（テレワークコース） 

5. 建設キャリアアップシステム等活用促進コース 

次のいずれかの取組に対して助成します。 

 

1. 中小建設事業主の取組 

建設技能者の能力・経験に応じた適切な処遇を目的として、建設キャリアアップシステム

（CCUS）を活用した雇用管理改善に取り組む中小建設事業主に対して助成します。 

 

2. 建設事業主団体の取組 

中小構成員等（※）に対して、CCUS の事業者登録、技能者登録、能力評価（レベル判定）

または見える化評価に係る費用の全部または一部を補助する建設事業主団体に対して助成し

ます。 

 

（※）建設事業主団体の構成員である中小建設事業主等のほか、当該構成事業主と元下関係にあ

る中小建設事業主等 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html


 

【主な申請要件】 

1. 中小建設事業主の場合 

● 雇用する全ての建設技能者について CCUS技能者登録を完了していること 

● レベル判定で昇格評定を受けた技能者の賃金を 5％以上引き上げていること 

 

2. 建設事業主団体の場合 

● 事業推進委員会を設置していること 

 

【助成率・助成上限額】 

1. 中小建設事業主の場合 

技能者 1人あたり 16万円 

 

2. 建設事業主団体の場合 

中小建設事業主団体：支給対象経費の 2/3 

その他の建設事業主団体：支給対象経費の 1/2 

 

【令和 8年度の主な変更点】 

CCUSの技能者登録数が全国の建設技能者に対して一定程度普及したことを踏まえ、登録手数料等

の支援（普及促進事業）は見直しを行い、令和 8年度以降の実施枠から除きます。 

 

令和 8年度は、CCUS を活用した雇用管理改善の取組を行う中小建設事業主を対象として「雇用管

理改善促進事業」を実施します。 

 

【活用事例】 

建設キャリアアップシステム（CCUS）を活用し、技能者の資格・就業履歴を登録・蓄積することで、能力

や経験に応じた適正な評価・処遇につなげました。 

 

また、レベル判定結果を踏まえた賃金改善や、雇用管理の見える化を進めることで、技能者の定着や人

材確保の強化に取り組みました。 

 

参照：厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html


6. 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野） 

次のいずれかの取組に対して助成します。 

 

1. 建設事業主・建設事業主団体の取組 

若年者および女性の入職・定着を図るための事業を実施する建設事業主または建設事業主団

体に対して助成します。 

 

2. 職業訓練法人の取組 

建設工事における作業訓練の推進活動を実施する広域的職業訓練を行う職業訓練法人に対

して助成します。 

 

【主な申請要件】 

● 雇用管理責任者を選任していること 

● 「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業」を実施すること    など 

 

【助成率・助成上限額】 

1. 建設事業主の場合 

● 中小建設事業主：支給対象経費の 3/5（賃金要件を満たす場合 3/4） 

● 中小建設事業主以外：支給対象経費の 9/20（賃金要件を満たす場合 3/5） 

● 雇用管理研修等を受講させた場合：1人あたり日額 9,500円を加算（最長 6日間） 

 

2. 建設事業主団体の場合 

● 中小建設事業主団体：支給対象経費の 2/3 

● その他の建設事業主団体：支給対象経費の 1/2 

 

3. 職業訓練法人の場合 

● 支給対象経費の 2/3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【令和 8年度の変更点】 

● 人材育成・研修時の加算額増額 

雇用管理研修等の受講・実施に係る人件費加算について、対象労働者 1人 1日あたりの加算

額を 8,550円から 9,500円に引き上げました（最長 6日間）。 

 

● 一体的な支援の整理と定着加算の明確化 

建設業の魅力発信から採用、入職後の育成・定着までの一連の取組について支援対象として

整理し、定着に係る加算について「一定期間離職せずに定着した場合に支給する」という条件を

明記しました。 

 

【活用事例】 

女性専用トイレや更衣室などの施設を整備し、女性が働きやすい現場環境を整えました。 

 

また、現場見学会の開催や研修の実施を通じて、若年者や女性の入職促進および定着支援に取り組み

ました。 

 

参照：厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 

7. 作業員宿舎等設置助成コース（建設分野）（女性専用作業員施設設置

経費助成） 

女性が安心して働くことのできる建設現場づくりの取組を支援するため、女性建設労働者のための施設を

賃借する中小建設事業主に対して経費の一部を助成します。 

 

【主な申請要件】 

● 雇用管理責任者を選任していること 

● 自ら施工管理を行う建設工事現場に女性建設労働者のための作業員施設を賃借により設置

すること など 

 

【助成率・助成上限額】 

賃借料等の 60% 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html


 

※その他、特定の要件を満たすことで助成額を上乗せして受給できる場合があります。 

※一事業年度あたり 90万円が上限です。 

 

【令和 8年度の主な変更点】 

令和 8年度は、女性建設労働者が安心して働ける環境整備を促進するため、女性専用作業員施

設に関する要件を見直しました。 

 

具体的には、これまでの「女性専用施設と同一区分の施設を男性労働者向けにも整備すること」とい

う要件を廃止しました。 

 

これにより、女性専用作業員施設のみを整備する場合でも、助成対象となる可能性が広がりました。 

 

【活用事例】 

女性専用の作業員施設として、トイレ、更衣室、シャワー室、浴室などを賃借により設置し、女性建設労

働者が安心して就業できる現場環境の整備に取り組みました。 

 

参照：厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 

まとめ 

この記事では、人材確保等支援助成金の制度概要に加えて、令和 8年度の変更点や活用事例につい

て解説しました。 

 

人手不足が深刻化するなか、企業における人材の確保と定着は重要な経営課題となっています。 

 

今後、これらの課題への対応を検討する場合は、人材確保等支援助成金の活用もあわせてご検討くださ

い。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

